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保
守
党
の
立
場
~
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
苦
闘

I

五
む
す
ぴ
に
か
え
て

さ
き
に
筆
者
は
「
『
保
守
主
義
』
政
治
と
労
働
組
合
|
ー
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
労
働
組
合
政
策
の
特
質
ー
」
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス(l) 

保
守
党
の
「
保
守
主
義
」
の
生
成
と
変
容
、
お
よ
び
そ
の
本
質
に
着
目
し
、
保
守
党
の
労
働
組
合
政
策
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

こ
の
考
察
を
支
え
た
筆
者
の
問
題
意
識
は
、
日
圧
力
団
体
政
治
の
理
解
に
は
、
圧
力
団
体
が
活
動
し
て
い
る
幅
広
い
コ
ン
テ
キ
ス
ト
（
た

|
「
三
者
協
議
制
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
1

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

小

西
1

↓ヽ' 

秀
（
一
四
二
八
）

樹



保
守
党
と
労
働
組
合
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

と
え
ば
政
治
機
構
、
政
策
決
定
者
の
信
念
、
政
治
文
化
の
特
質
な
ど
）

す
保
守
党
の
影
響
力
は
看
過
で
き
な
い
、

の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ロ
イ
ギ
リ
ス
圧
力
団
体
政
治
に
及
ぼ

い
い
か
え
れ
ば
「
保
守
主
義
」
の
特
質
は
圧
力
団
体
へ
の
対
処
に
さ
い
し
て
も
っ
と
も
明
確
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
局
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
保
守
党
の
労
働
組
合
政
策
が
、
保
守
党
の

「
理
想
」
と
、
選
挙
戦
略
上
の
打
算
つ
ま
り
「
現
実
」
と
が
鋭
く
対
立
す
る
領
域
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、

労
働
組
合
、
ひ
い
て
は
労
働
者
階
級
が
、
社
会
の
安
定
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
権
獲
得
の
た
め
に
は
看
過
し
え
な
い
存
在

で
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
で
、
保
守
党
は
、
現
実
の
労
働
組
合
運
動
の
動
向
を
注
視
し
、
「
健
全
な
」
労
働
組
合
主
義
と
「
不
健

全
」
労
働
組
合
主
義
と
い
う
区
別
を
な
し
て
、
労
働
組
合
へ
の
態
度
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
「
健
全
」
「
不
健
全
」
と
い
う
区
別
の
基
準

は
、
「
社
会
統
こ
の
維
持
・
促
進
と
い
う
「
保
守
主
義
」
の
基
本
的
理
念
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

(2) 

さ
ら
に
筆
者
が
強
調
し
た
い
点
は
、
「
戦
後
、
保
守
党
は
あ
る
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
混
乱
の
段
階
に
入
っ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
混
乱

が
、
労
働
組
合
へ
の
対
処
だ
け
で
な
く
、
戦
後
圧
力
団
体
政
治
の
特
徴
と
い
え
る
「
三
者
協
議
制
」
へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「
三
者
協
議
制
」
を
本
格
的
に
開
始
し
た
の
も
保
守
党
政
権
（
マ
ク
ミ
ラ
ン
）

で
あ
り
、
「
三
者
協
議
制
」
を
明
確
に
拒
絶
し
た
の
も
保
守
党
政
権
（
サ
ッ
チ
ャ
ー
）

七

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
保
守
主
義
」
は
「
―
―
―

者
協
議
制
」
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
の
も
と
、
「
三
者
協
議
制
」
の
成
立
と
変
容
を
軸
に
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

そ
こ
で
こ
の
論
文
で
は
、

い
ま
少
し
立
ち
入
る
か
た
ち
で
、

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
(
-
九
五
七
し
六
一
＿
一
年
）
に
よ
る
「
三
者
協
議

制
」
の
本
格
的
開
始
を
め
ぐ
る
保
守
党
と
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議

(
T
U
C
)
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
、
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
検
討
し
、

圧
力
団
体
政
治
に
対
す
る
「
保
守
主
義
」
の
か
か
わ
り
あ
い
の
特
質
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
と
く
に
、
「
―
つ
の
国
民
」
観
の
も
と
経
済

（
一
四
二
九
）



す
る
。

的
、
社
会
的
問
題
に
対
す
る
国
家
の
積
極
的
役
割
を
説
く
マ
ク
ミ
ラ
ン
ら
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
主
張
や
党
内
的
立
場
に

注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
い
う
「
三
者
協
議
制
」
と
は
、
政
府
・
産
業
家
・
労
働
組
合
三
者
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
機
関
に
よ
っ
て
、

主
と
し
て
経
済
政
策
を
協
議
す
る
仕
組
み
を
指
し
、
具
体
的
に
は
一
九
六
二
年
に
設
立
さ
れ
た
、
政
府
・
イ
ギ
リ
ス
産
業
連
盟

(
F
B
I
、

•
T
U
C

の
代
表
か
ら
な
る
「
国
民
経
済
発
展
協
議
会
」

(
N
a
t
i
o
n
a
l

E
c
o
n
o
m
i
c
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 

ま
ず
最
初
に
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
経
緯
と
組
織
構
造
な
ど
に
つ
い
て
整
理
し
、

過
程
を
検
討
し
、
最
後
に
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
が
保
守
党
と

T
U
C
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
意
義
を
総
括
的
に
述
べ
る
こ
と
に

(
1
)
拙
稿
「
『
保
守
主
義
』
政
治
と
労
働
組
合
ー
~
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
労
働
組
合
政
策
の
特
質
ー
」
（
関
西
大
学
『
法
学
論
集
』
第
四
五
巻
第
一

号
、
一
九
九
五
年
）
。
こ
の
な
か
で
筆
者
は
、
現
在
の
「
保
守
主
義
」
を
構
成
し
て
い
る
四
類
型
を
提
示
し
た
。
つ
ま
り
「
保
守
主
義
」
は
、
そ

れ
が
保
守
し
た
り
推
進
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
価
値
や
政
策
に
よ
っ
て
、
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、
「
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
的
資
本
主
義
」
、
「
集
産
主
義
」
の
四
つ
に
類
型
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
保
守
党
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
生
成
し
、
あ
る
い
は

流
入
し
て
き
た
四
つ
の
思
想
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
四
つ
の
思
想
と
は
、
貴
族
・
地
主
階
級
を
基
盤
と
し
て
出
発
し
た
ト
ー
リ
ー
党
11
保
守
党

本
来
の
教
義
だ
っ
た
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
、
大
衆
民
主
主
義
時
代
の
到
来
へ
の
適
応
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
に
「
ト
ー
リ
ー
主
義
」
か
ら
派
生
し

た
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、
産
業
家
を
も
支
持
基
盤
に
取
り
込
ん
だ
二

0
世
紀
に
な
っ
て
本
格
的
に
流
入
し
て
き
た
「
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
的
資
本
主
義
」
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら
模
索
さ
れ
は
じ
め
る
「
集
産
主
義
」
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
保

守
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
「
福
祉
国
家
」
と
「
管
理
経
済
」
を
容
認
し
た
「
新
保
守
主
義
」
は
、
四
つ
の
う
ち

「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
集
産
主
義
」
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
」
や
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
主
義
」
は
「
ト
ー

リ
ー
主
義
」
と
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
資
本
主
義
」
が
結
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
「
保
守
主
義
」
に
つ

い
て
の
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
と
し
て
は
、
梅
川
正
美
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
府
研
究
い
」
（
愛
知
学
院
大
学
『
法
学
研
究
j

第
三
四
巻
第

C
o
u
n
c
i
l
,
 
以
下

N
E
D
C
)
を
と
り
あ
げ
る
。

の
ち
に
イ
ギ
リ
ス
産
業
同
盟

C
B
I
)

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

（
一
四
三

0
)

つ
ぎ
に

T
U
C
、
保
守
党
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部

J¥ 



様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

一
般
的
に
は
「
政
府
が
あ
る
種
の
計
画
機
関
を
設
け
、

三
・
四
号
、
一
九
九
二
年
）
一
四
ー
＝
ニ
ペ
ー
ジ
、
添
谷
育
志
「
保
守
主
義
」
、
白
鳥
令
・
佐
藤
正
志
（
編
）
『
現
代
の
政
治
思
想
』
東
海
大
学
出

版
会
、
一
九
九
三
年
所
収
、
二
0
1
-
ニ
―
九
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
中
金
聡
「
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
」
（
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学

一
九
九
五
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
2
)
 
G
r
e
e
n
l
e
a
f
,
 
W. H・, 
T
h
e
 British Political 
T
r
a
d
i
t
宙
]
Vol. 
H
,
 the Ideological Heritage, 1
9
8
3
,
 p. 
3
0
9
.
 

国
民
経
済
発
展
協
議
会

(
N
E
D
C
)

一九

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
六
二
年
に
設
立
さ
れ
た
国
民
経
済
発
展
協
議
会
は
、
政
府
・
産
業
家
・
労
働
組
合
の
代
表
か
ら
な
る
、
戦
後

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
国
民
経
済
計
画
機
関
で
あ
る
。
資
本
主
義
国
家
に
お
け
る
「
経
済
計
画
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
多

を
立
て
、
政
策
目
標
の
優
先
順
位
と
そ
の
達
成
数
量
と
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
整
合
的
政
策
手
段
を
明
示
し
、
実
施

(l) 

す
る
経
済
政
策
の
総
体
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
お
よ
そ
資
本
主
義
諸
国
は
、
復
興
か
ら
成
長
へ
と
い
う
目
標
の

達
成
に
む
け
、
市
場
経
済
の
欠
陥
是
正
、
産
業
構
造
の
合
理
化
な
ど
を
つ
う
じ
て
、
安
定
的
な
資
本
主
義
経
済
の
発
展
を
は
か
る
必
要
性

に
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
こ
で
資
本
主
義
諸
国
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
「
経
済
計
画
」
を
導
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
の
イ
ギ
リ

ス
も
例
外
で
は
な
い
。
世
界
大
恐
慌
や
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
経
済
の
疲
弊
、
植
民
地
の
独
立
に
よ
る
世
界
市
場
の
縮
小
な
ど
の
状
況

下
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
歴
代
政
権
に
と
っ
て
、
経
済
の
再
建
と
成
長
は
急
務
か
つ
最
重
要
の
課
題
で
あ
っ
た
。

戦
後
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
衰
退
は
、
五

0
年
代
後
半
か
ら
顕
著
に
な
り
は
じ
め
る
。
五

0
年
代
後
半
か
ら
の
経
済
成
長
率
や
労
働
生
産
性

上
昇
率
は
と
も
に
、
他
の
先
進
資
本
主
義
国
に
比
較
す
れ
ば
低
水
準
を
推
移
し
て
お
り
、
国
際
的
競
争
力
の
低
下
も
著
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
経
済
衰
退
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
戦
後
の
「
福
祉
国
家
」
政
策
推
進
に
よ
る
公
共
支
出
の
増
加
傾
向
、
労
働
生
産
性
上

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

の
設
立

一
定
の
期
間
を
対
象
と
し
て
国
民
経
済
の
予
測

（
一
四
三
一
）



積
極
財
政
を
展
開
し
た
の
に
対
し
、
好
景
気
が
終
わ
り
、
経
済
衰
退
の
傾
向
が
顕
著
に
な
り
は
じ
め
る
五

0
年
代
後
半
の
イ
ー
デ
ン
、

ク
ミ
ラ
ン
両
政
権
は
、

い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
ッ
。
フ
・
ア
ン
ド
・
ゴ
ー
政
策
」
を
と
っ
た
。
こ
の
「
ス
ト
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ゴ
ー
政
策
」
と
は
、

国
際
収
支
の
均
衡
維
持
を
最
大
目
標
に
、
金
融
引
き
締
め
策
と
景
気
刺
激
策
を
交
互
に
行
う
政
策
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
長

期
的
な
経
済
成
長
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
政
策
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
は
、
こ
の
引
き
締
め
策
と
刺
激
策
を
く
り
か
え
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
い
つ
ぐ
大
蔵
大
臣
の
交
代
に
示

(
3
)
 

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
ソ
ニ
ー
ク
ロ
フ
ト
蔵
相
は
、
大
量
失
業
も
辞
さ
な
い
デ
フ
レ
策
を
進
言
し
て
首
相
と
対
立
し
、
万
八
年
に
更
迭
さ
れ

た
。
後
任
の
エ
イ
モ
リ
ー
蔵
相
は
景
気
刺
激
策
を
推
進
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
耐
久
消
費
財
の
需
要
な
ど
が
伸
び
た
も
の
の
、

引
き
締
め
策
に
転
じ
、
そ
の
効
果
が
あ
が
ら
ず
に
六

0
年
に
更
迭
さ
れ
た
。

て
引
き
締
め
策
を
と
り
、
賃
金
凍
結
策
を
発
表
し
た
も
の
の
、
労
働
組
合
の
抵
抗
に
あ
う
な
ど
批
判
を
受
け
て
六
二
年
に
更
迭
さ
れ
、
あ

と
を
引
き
継
い
だ
モ
ー
ド
リ
ン
グ
蔵
相
は
景
気
刺
激
策
を
推
進
し
、
こ
れ
が
ふ
た
た
び
国
際
収
支
の
悪
化
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で

五
0
年
代
前
半
の
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
は
、
バ
ト
ラ
ー
蔵
相
、

昇
率
を
上
回
る
賃
金
上
昇
率
の
高
さ
に
よ
る
恒
常
的
イ
ン
フ
レ
傾
向
、
貿
易
収
支
の
恒
常
的
赤
字
か
ら
く
る
ポ
ン
ド
危
機
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
産
業
界
に
お
け
る
企
業
間
競
争
力
の
弱
さ
、
労
働
組
合
の
非
公
式
ス
ト
ラ
イ
キ
多
発
に
よ
る
労
働
生
産
性
の
低
下
な
ど
も
あ
げ
ら

(2) 

れ
よ
う
。
こ
う
し
た
成
長
阻
害
要
因
を
除
去
あ
る
い
は
是
正
す
る
た
め
に
、
経
済
過
程
を
合
理
化
し
秩
序
づ
け
る
「
経
済
計
画
」
が
考
案

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

保
守
党
は
一
九
五
一
年
に
政
権
復
帰
を
果
た
し
、
国
際
収
支
の
安
定
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
、
経
済
成
長
率
の
向
上
、
完
全
雇

用
の
実
現
な
ど
を
め
ざ
し
、
困
難
な
経
済
運
営
に
と
り
く
ん
だ
。
そ
の
歴
代
保
守
党
政
権
に
よ
る
経
済
政
策
の
特
色
を
一
瞥
し
て
み
れ
ば
、

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

マ
ク
ミ
ラ
ン
住
宅
相
、

四
〇

（
一
四
三
二
）

マ
ク
ラ
ウ
ド
保
健
相
ら
が
中
心
と
な
り
、
主
と
し
てマ

の
ち
に
金
融

つ
づ
く
ロ
イ
ド
蔵
相
は
、
六
一
年
の
ポ
ン
ド
危
機
に
直
面
し



四

こ
の
よ
う
に
マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
は
、
国
際
収
支
の
安
定
と
経
済
成
長
の
達
成
と
い
う
難
問
に
と
り
く
み
な
が
ら
、
六
一
年
の
ポ
ン
ド
危

機
を
直
接
的
契
機
と
し
、
短
期
的
需
要
調
整
策
で
は
な
く
、
産
出
高
•
生
産
性
・
賃
金
な
ど
の
諸
要
素
を
考
慮
し
た
長
期
的
政
策
、

つ
ま

り
経
済
計
画
化
の
必
要
性
を
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
ロ
イ
ド
蔵
相
は
六
一
年
七
月
に
、
五
か
年
程
度
の
長
期
的
経
済
計
画
を
立

て
、
そ
の
実
現
た
め
の
基
礎
的
条
件
を
検
討
し
設
定
す
る
た
め
の
協
議
機
関
の
設
立
を
建
議
し
、
六
二
年
三
月
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会

処
と
い
う
こ
と
を
こ
え
て
、

(
N
E
D
C
)
が
正
式
に
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
協
議
機
関
が
提
唱
さ
れ
発
足
し
た
理
由
と
し
て
は
、
た
ん
な
る
経
済
問
題
へ
の
対

(4) 

つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
背
景
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
産
業
界
に
よ
る
経
済
計
画
化
の
容
認
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
に
な
っ
て
も
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
」
を
志
向
す
る
勢
力
が
存

在
し
て
分
裂
状
態
に
あ
っ
た
産
業
界
が
、
進
行
す
る
経
済
衰
退
に
直
面
し
て
、
経
済
の
計
画
化
と
、
そ
の
た
め
の
協
議
機
関
の
設
置
を
強

く
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
野
党
労
働
党
も
、

を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
本
格
的
な
三
者
協
議
制
の
開
始
に
つ
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
政
府
に
協
力
的
姿
勢
を
示
し
て
き

た

T
u
cも
賛
同
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
、

マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
の
読
み
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
が
、

あ
る
。

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

フ
ラ
ン
ス
型
の
経
済
計
画
を
導
入
す
る
こ
と
で
経
済
成
長
を
達
成
す
べ
き
と
の
主
張

マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
の
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
理
念
、
ひ
い
て
は
戦
後
の
保
守

党
が
掲
げ
た
「
新
保
守
主
義
」
の
理
念
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
少
し
詳
し

く
論
じ
て
み
よ
う
。
保
守
党
で
は
一
九
世
紀
後
半
に
、

デ
ィ
ズ
レ
ィ
リ
や
R
・
チ
ャ
ー
チ
ル
ら
が
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
社

会
改
革
に
よ
っ
て
階
級
対
立
や
貧
富
の
差
を
緩
和
し
て
「
―
つ
の
国
民
」
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

を
唱
え
た
が
、
ま
さ
に
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
運
動
の
流
れ
を
く
む
政
治
家
で
あ
っ
た
。
マ
ク
ミ

（
一
四
三
三
）



間
を
い
く
国
家
の
あ
り
方
を
議
論
し
、
大
恐
慌
が
世
界
を
お
そ
っ
た
三

0
年
代
に
は
、
自
ら
『
再
建
」
(
-
九
三
三
年
）
、
『
中
道
」
(
-
九

＿
―
-
八
年
）
を
著
し
て
、
経
済
計
画
の
た
め
の
機
関
設
立
や
、
富
の
再
分
配
に
よ
る
民
主
主
義
の
強
化
な
ど
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

彼
は
、
産
業
家
や
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
「
産
業
再
組
織
化
連
盟
」
、
そ
し
て
「
つ
ぎ
の
五
年
の
た
め
の
集
団
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し

(5) 

て
活
躍
し
て
い
る
。
と
く
に
「
つ
ぎ
の
五
年
の
た
め
の
集
団
」
は
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
ひ
と
つ
の
新
し
い
政
党
と

(6) 

い
う
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
圧
力
団
体
と
し
て
」
活
発
な
出
版
活
動
や
宣
伝
活
動
を
展
開
し
た
。

こ
う
し
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
ら
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
運
動
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
し
い
保
守
党
の
立
場
づ
く
り
に

大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
義
の
見
直
し
に
消
極
的
姿
勢
を
と
る
党
首
脳
部
に
不
満
が
噴
出
し
た
四
六
年
党
大
会
が
終
わ
る
と
、

党
首
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
「
産
業
政
策
委
員
会
」
を
設
置
し
、
そ
の
委
員
長
に
バ
ト
ラ
ー
を
任
命
し
、
党
の
産
業
政
策
の
定
義
づ
け
を
指
示

し
た
。

（
一
四
三
四
）

一
九
二

0
年
代
に
「
Y
M
C
A
」
と
称
さ
れ
た
議
員
集
団
の
一
員
と
し
て
、
「
社
会
主
義
」
と
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
」
の
中

マ
ク
ミ
ラ
ン
も
加
わ
っ
た
こ
の
委
員
会
は
、
「
保
守
党
調
査
局
」
を
徹
底
し
て
活
用
し
、
労
働
組
合
を
含
め
た
主
要
圧
力
団
体
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
。
こ
う
し
て
翌
四
七
年
五
月
に
起
草
さ
れ
た
の
が
『
産
業
憲
章
』

義
の
党
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
は
事
業
に
お
け
る
個
人
の
責
任
と
個
人
の
創
意
を

(7) 

信
ず
る
も
の
で
す
が
、
政
治
的
に
『
自
由
放
任
主
義
』
の
学
校
の
児
童
で
は
な
い
」
と
い
う
イ
ー
デ
ン
の
演
説
（
四
九
年
一

0
月
、
党
大

会
）
が
『
産
業
憲
章
』
の
内
容
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
産
業
憲
章
』
は
、
「
社
会
主
義
」
と
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
」
か

ら
の
訣
別
を
宣
言
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
経
済
「
計
画
」
を
認
め
つ
つ
も
、
必
要
以
上
の
「
統
制
」
や
「
規
制
」
を
排
し

て
、
可
能
な
限
り
「
個
人
主
義
」
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
産
業
憲
章
」
は
、
四
七
年
一

0
月
の
党
大
会
で
採
択
さ
れ
、
戦

後
保
守
党
の
新
し
い
立
場
、

ラ
ン
は
、

つ
ま
り
「
福
祉
国
家
」
と
「
管
理
経
済
」
を
容
認
す
る
「
新
保
守
主
義
」
の
具
体
的
表
現
と
な
っ
た
。
こ
の

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
奔
放
で
野
蛮
な
資
本
主

四



『
産
業
憲
章
』
で
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
労
働
組
合
と
の
「
協
議
」
の
必
要
性
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
府
の
多
く
の
諮
問
委
員

会
で
の
労
働
組
合
の
「
地
位
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
は
労
働
組
合
が
国
民
の
福
祉
に
貢
献
し
う
る
広
い
分
野
を
公
共
奉
仕
の

(8) 

う
え
で
開
く
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
」
。
ま
た
「
戦
争
中
に
新
た
に
刺
戟
さ
れ
た
合
同
生
産
委
員
会
が
広
く
普
及
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
合
同
協
議
委
員
会
は
、
わ
が
経
済
民
主
主
義
の
観
念
の
根
本
で
あ
る
。
（
中
略
）
協
議
こ
そ
、
こ
の
国
の
他
の
幾

多
の
制
度
と
同
様
に
、
自
由
で
秩
序
あ
る
成
長
の
種
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
。
（
中
略
）
こ
の
種
の
合
同
協
議
こ
そ
、
産
業
内

(9) 

部
に
対
立
の
存
在
し
な
い
、
す
べ
て
人
が
共
同
の
目
的
を
目
ざ
し
て
働
く
、
真
の
協
力
精
神
を
示
し
て
い
る
と
信
ず
る
」
。
以
上
の
よ
う

に
、
戦
後
の
保
守
党
に
と
っ
て
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
は
、
「
経
済
計
画
」
と
「
協
議
」
の
重
要
性
を
う
た
う
「
新
保
守
主
義
」

路
線
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
自
身
は
首
相
退
任
後
に
著
し
た
『
変
化
の
風
」
(
-
九
六
六
年
）

一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
の
自
身
の
活
動
を
回
顧
し
、

四

の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
国
民
経
済
発
展
協
議
会
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

「
当
時
私
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
の
多
く
が
実
現
さ
れ
た
。
そ
れ
は
国
民
経
済
発
展
協
議
会
で
あ
り
、
中
央
銀
行
を
統
制
し
、
公
定
歩
合

と
予
算
に
よ
っ
て
経
済
活
動
の
一
般
的
レ
ベ
ル
に
対
す
る
責
任
を
負
う
政
府
で
あ
り
、
運
輸
産
業
や
燃
料
産
業
に
お
け
る
公
益
事
業
原
理

の
拡
大
で
あ
り
、
（
中
略
）
必
需
品
の
福
祉
的
配
分
で
あ
る
。
き
び
し
い
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
時
代
は
、
社
会
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
町
、

板
囲
い
の
店
、
は
だ
し
の
子
供
た
ち
、
そ
し
て
何
よ
り
も
職
業
安
定
局
に
む
か
う
人
々
の
長
蛇
の
列
と
と
も
に
、
歴
史
の
彼
方
へ
消
え

(10) 

去
っ
た
」
。
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
は
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
自
身
の
長
い
政
治
活
動
の
な
か
で
と
く
に
銘
記
す
べ
き
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
は
、

T
U
C
と
F
B
I
（
の
ち
C
B
I
)
か
ら
三
名
ず
つ
、
国
有
企
業
代
表
一
名
、
専
門
家
一
名
、
事

務
局
代
表
一
名
、
政
府
代
表
三
名
で
構
成
さ
れ
、
協
議
会
の
事
務
を
と
り
あ
つ
か
う
国
民
経
済
発
展
事
務
局
も
あ
わ
せ
て
設
置
さ
れ
た
。

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

（
一
四
三
五
）



(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

初
会
合
は
一
九
六
二
年
三
月
七
日
で
あ
り
、
翌
年
に
は
『
一
九
六
六
年
へ
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
成
長
』
と
い
う
報
告
書
が
発
表
さ
れ
、
六

一
し
六
六
年
の
間
に
年
率
四
％
の
経
済
成
長
率
達
成
の
可
能
性
が
検
証
さ
れ
た
が
、
こ
の
目
標
は
六
四
年
の
国
際
収
支
悪
化
で
挫
折
し
た
。

こ
の
国
民
経
済
発
展
協
議
会
は
、
政
府
の
各
種
資
料
を
入
手
し
に
く
く
、
計
画
実
施
の
権
限
を
も
た
ず
、

T
u
cと
F
B
I

(11) 

が
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
責
任
を
も
っ
て
い
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
欠
陥
を
か
か
え
て
い
た
が
、
経
済
問
題
に
つ
い
て
の
本
格

的
な
「
三
者
協
議
制
」
の
咽
矢
と
し
て
、
次
期
労
働
党
政
権
の
経
済
計
画
化
路
線
の
土
台
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
歴
史
的
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
他
の
協
議
機
関
と
し
て
は
全
国
所
得
審
議
会
が
あ
る
。
こ
の
審
議
会
は
、
国
民
経
済
発
展
協
議

会
で
は

T
U
C
の
強
硬
な
反
対
で
所
得
政
策
を
議
題
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
六
二
年
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
賃
金
規
制
に
反
発

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
、

一
九
八
0
年
、
九
ペ
ー
ジ
。

一
五
五
し
一
六
0
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び

(
C
B
I
)
 

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
は
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
け
れ
ど
も
、
保
守
党
内
で
は
、
す
で
に
五

0
年
代
後
半
か
ら
労
働
組
合
対
策
に
つ
い
て
の
議
論
が
お
こ
り
は
じ
め
て
い
た
た
め
に
、

国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
や
所
得
政
策
の
試
み
は
、
そ
う
し
た
保
守
党
内
の
議
論
に
火
を
つ
け
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、

T
u
c内
部
に
も
、

五
0
年
代
後
半
に
は
大
き
な
内
部
的
変
化
が
お
こ
り
つ
つ
あ
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
の
国
民
経
済
発
展
協
議
会
へ
の

参
加
と
な
っ
た
。
以
下
で
は
、

T
U
C
が
ど
の
よ
う
な
内
部
状
況
の
も
と
で
協
議
会
へ
の
参
加
を
決
め
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
し
て
保
守

党
内
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
を
、
と
く
に
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
主
張
を
中
心
に
み
て
い
こ
う
。

百
々
和
・
夏
目
隆
•
福
田
亘
『
経
済
計
画
論
』
（
増
訂
版
）
三
和
書
房
、

前
掲
書
‘
1
0
六
-
1
0
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

ピ
ー
デ
ン
『
イ
ギ
リ
ス
経
済
社
会
政
策
史
』
、
美
馬
孝
人
・
千
葉
頼
夫
訳
、
梓
出
版
社
、

し
て

T
U
C
が
参
加
を
拒
否
し
た
た
め
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

一
九
九
0
年、 四

四

（
一
四
三
六
）



村
岡
健
次
・
木
畑
洋
一
（
編
）
『
イ
ギ
リ
ス
史3
ー
近
現
代
—
j
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
七
六
ー
三
七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
4
)

木
村
雄
二
郎
「
一
九
六
0
年
代
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
計
画
田
」
（
関
西
大
学
『
経
済
論
集
」
第
二
四
巻
第
四
・
五
号
、
一
九
七
五
年
）

ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
ピ
ー
デ
ン
、
前
掲
書
、
一
六
0
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
5
)
 
Cf., 
Eccleshall, R., 
English Conservatism since the Restoratiun, U
n
w
i
n
 &
 H
y
m
a
n
,
 1
9
9
0
,
 p
p
.
 1
7
9
-
1
9
2
.
 

(
6
)
 Macmillan• 

H., 
W
i
n
d
s
 of C
h
a
n
g
e
 1
9
1
4
 
,
 1
9
3
9
,
 
Macmillan, 1
9
6
6
,
 p. 
4
8
5
.
 

(
7
)

英
国
保
守
党
（
編
）
『
新
保
守
主
義
』
、
大
山
岩
雄
訳
、
綜
合
文
化
社
、
一
九
五
九
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

(
8
)

前
掲
書
、
一
八
〇
し
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

(
9
)

前
掲
書
、
一
六
七
ー
一
六
八
ペ
ー
ジ
。

(10) Macmillan• 

H., 
op.cit.、
p.
5
1
1
.
 

(
1
1
)百
々
和
・
夏
目
隆
•
福
田
亘
、
前
掲
書
、

イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議

(Tuc)

T
U
C
と
労
働
組
合
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
は
じ
ま
る
と
、
総
力
戦
遂
行
の
た
め
の
協
力
を
政
府
か
ら
強
く
要
請
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
た
と
え
ば

T
U
C
は
、
労
相
の
諮
問
機
関
で
労
使
一
五
人
ず
つ
か
ら
な
る
全
国
合
同
諮
問
委
員
会
(
N
a
t
i
o
n
a
l
Joint A
d
v
i
s
o
r
y
 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
に
参
加
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
労
働
組
合
で
あ
る
一
般
運
輸
労
働
者
組
合

(
T
G
w
c
)

チ
ャ
ー
チ
ル
挙
国
政
権
に
労
相
と
し
て
入
閣
し
、
全
国
合
同
諮
問
委
員
会
の
下
部
機
関
と
し
て
労
使
七
人
ず
つ
で
構
成
さ
れ
る
合
同
審
議

会
(Joint
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
v
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
を
設
置
し
て
能
率
化
を
図
っ
た
り
、
戦
中
の
ス
ト
ラ
イ
キ
禁
止
に
つ
い
て
の
合
意
を
労
働
組
合
か

ら
獲
得
す
る
な
ど
し
て
、
労
働
組
合
の
戦
争
協
力
姿
勢
を
強
く
し
め
し
た
。
労
働
組
合
の
役
員
た
ち
は
、
全
国
合
同
諮
問
委
員
会
を
は
じ

め
、
生
産
増
強
、
食
料
配
給
計
画
の
運
営
な
ど
を
目
的
と
す
る
委
員
会
に
派
遣
さ
れ
、
当
時
の

T
U
C
の
年
報
は
「
さ
な
が
ら
社
会
的
・

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

―
ニ
―
ペ
ー
ジ
参
照
。

四
五

の
立
場
~
右
派
優
位
体
制
の
動
揺I

の
重
鎮
ベ
ヴ
ィ
ン
は
、

（
一
四
三
七
）

-
l
 



五
一
年
に
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
が
発
足
す
る
と
、

T
U
C
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
声
明
を
出
し
た
。
「
戦
前
、
保
守
党
が
政
権
を
握
っ
て
い
た

時
代
に
比
べ
て
、
閣
僚
と
労
資
双
方
と
の
話
合
い
の
わ
く
が
非
常
に
広
が
っ
て
き
た
し
、
ま
た
、
協
議
機
関
も
著
し
く
改
善
さ
れ
た
。
ゎ

た
く
し
た
ち
は
政
府
が
こ
の
協
議
と
い
う
や
り
方
を
十
分
に
活
用
、
維
持
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
た
ち
と
し
て

(
3
)
 

は
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
そ
の
産
業
上
、
経
済
上
の
関
連
性
に
お
い
て
今
後
も
検
討
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
」
。
こ
の
声
明
で

T
U
C
は、

こ
れ
ま
で
通
り
の
姿
勢
を
維
持
し
た
い
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
保
守
党
政
権
の
出
方
し
だ
い
で
あ
る
、
と
言
明
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
下

駄
を
預
け
ら
れ
た
格
好
の
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
は
、
弁
護
士
で
官
僚
出
身
の
モ
ン
ク
ト
ン
と
い
う
新
人
議
員
を
労
相
に
起
用
し
た
。
モ
ン
ク

ト
ン
労
相
を
中
心
と
し
て
閣
僚
た
ち
は
、
従
来
か
ら
の
労
働
組
合
と
政
府
の
協
調
関
係
の
維
持
・
促
進
に
専
念
し
た
。
た
と
え
ば
、
政
権

に
と
っ
て
も
無
視
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
一
四
三
八
）

(
l
)
 

産
業
的
分
野
に
お
け
る
協
調
政
策
を
遂
行
し
て
い
る
特
定
の
政
府
行
政
当
局
の
報
告
の
観
」
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
労
働
運
動
実
力
者

の
入
閣
や
労
組
役
員
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
包
含
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
の
戦
争
遂
行
協
力
は
さ
ら
に
充
実
し
、
ま
た
実
際
に
戦
中
は
、

小
規
模
の
も
の
を
除
い
て
は
ス
ト
や
争
議
の
件
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
労
働
組
合
は
社
会
の
信
望
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。

労
働
組
合
の
政
府
へ
の
協
力
は
戦
後
の
ア
ト
リ
ー
労
働
党
政
権
期
に
も
つ
づ
き
、
労
働
争
議
・
労
働
組
合
法
(
-
九
二
七
年
制
定
）

廃
止
に
よ
っ
て
基
盤
を
強
化
し
た
労
働
組
合
は
、
戦
中
に
も
ま
し
て
政
策
協
議
に
参
画
し
、
労
働
組
合
が
代
表
を
派
遣
し
て
い
る
政
府
委

員
会
の
数
は
、
三
九
年
の
―
二
か
ら
四
九
年
に
は
六

0
に
及
ん
だ
。
戦
中
・
戦
後
を
通
じ
て
労
働
組
合
は
、
政
府
の
政
策
決
定
に
加
わ
っ

て
影
響
力
を
行
使
す
る
一
方
で
、

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

の

一
時
的
に
し
ろ
ス
ト
権
を
放
棄
す
る
な
ど
の
責
任
を
果
た
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
五
一
年
末
ま
で
に
労

働
組
合
員
数
は
九
五

0
万
に
達
し
、
そ
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
は

T
U
C
に
加
盟
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
「
戦
後
の
新
し
い
政
治
的
秩
序

(2) 

の
一
部
分
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
と
い
う

T
u
cと
労
働
組
合
の
も
つ
政
治
的
影
響
力
は
、
つ
づ
く
チ
ャ
ー
チ
ル
保
守
党
政
権

四
六



る
右
派
優
位
の
体
制
が
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

初
期
に
バ
ト
ラ
ー
蔵
相
は
、

T
u
c
に
生
産
性
を
越
え
る
賃
金
上
昇
を
控
え
る
よ
う
要
請
し
た
が
、

T
U
C
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
即
座

に
要
求
を
撤
回
し
て
い
る
。
ま
た
、

五
三
年
末
に
鉄
道
や
造
船
業
な
ど
の
労
働
組
合
が
賃
上
げ
を
要
求
し
て
全
国
ス
ト
を
起
こ
す
と
、

「
調
停
の
名
人
」
と
し
て
名
高
か
っ
た
モ
ン
ク
ト
ン
は
、

四
七

い
ず
れ
の
争
議
に
も
妥
協
的
解
決
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
政
府
は

み
ず
か
ら
産
業
平
和
の
た
め
に
、
労
働
党
政
権
が
そ
の
政
権
担
当
の
後
年
に
定
め
た
賃
金
規
制
政
策
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
と

(4) 

い
う
所
期
の
目
的
を
放
棄
」
し
た
の
で
あ
る
。
政
策
決
定
に
お
け
る
労
働
組
合
の
役
割
も
全
く
縮
小
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
「
保
守

(5) 

党
政
権
は
労
働
党
政
権
よ
り
も
、
労
働
組
合
員
を
協
議
委
員
会
に
進
ん
で
任
命
し
た
」
。

一方、

T
u
c
首
脳
部
は
、
共
産
党
の
影
響
下
に
あ
る
労
働
組
合
の
活
動
と
影
響
力
を
封
じ
込
め
る
努
力
を
行
っ
て
い
た
。
五
二
年
に

は
、
今
後
の
国
有
化
計
画
に
つ
い
て
、

T
u
c
首
脳
部
は
水
道
の
国
有
化
の
み
を
明
確
に
求
め
る
と
い
う
勧
告
を

T
U
C
総
会
に
行
い
、

五
三
年
に
は
、

T
U
C
総
会
は
、
国
有
化
を
解
除
さ
れ
た
鉄
鋼
業
を
監
督
す
る
鉄
鋼
業
委
員
会
の
常
任
副
委
員
長
に
、
左
派
の
反
発
を
押

し
切
っ
て
右
派
の
人
物
を
推
す
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五

0
年
代
前
半
の

T
U
C
は
、
政
府
と
の
協
調
関
係
を
重
視

し
つ
つ
労
働
者
の
利
益
向
上
を
は
か
ろ
う
と
す
る
右
派
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
保
守
党
政
権
も
労
働
組
合
に

対
し
て
穏
健
な
態
度
を
し
め
せ
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
保
守
党
政
権
が
そ
う
し
た
態
度
を
し
め
し
て
い
た
た
め
に
、

T
u
c
内
部
に
お
け

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
衰
退
が
進
行
す
る
五

0
年
代
後
半
に
な
る
と
、

T
U
C
に
お
け
る
右
派
優
位
体
制
が
動
揺
し
は
じ
め
た
。

そ
の
直
接
的
な
き
っ
か
け
は
、

T
U
C
の
最
大
組
合
で
あ
る
一
般
運
輸
労
働
者
組
合
に
お
け
る
指
導
者
の
交
代
で
あ
っ
た
。

一
般
運
輸
労

働
者
組
合
の
書
記
長
と
し
て
、

T
U
C
の
右
派
優
位
体
制
を
支
え
て
き
た
デ
ィ
ー
キ
ン
が
五
五
年
に
死
亡
し
、
副
書
記
長
か
ら
昇
任
し
た

テ
ィ
フ
ィ
ン
も
同
年
に
死
亡
し
、

五
六
年
に
カ
ズ
ン
ズ
が
後
任
書
記
長
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ベ
ヴ
ィ
ン
は
五
一
年
に
死
亡
し
て
い
た
）
。

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

（
一
四
三
九
）



カ
ズ
ン
ズ
は
、

民
主
的
な
（
つ
ま
り
分
権
的
な
）

ベ
ヴ
ィ
ン
や
デ
ィ
ー
キ
ン
と
い
う
二
人
の
指
導
者
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
「
戦
後
労
働
組
合
主
義
に
お
け
る
ト
ッ
プ
・
ダ

(
6
)
 

ウ
ン
型
責
任
モ
デ
ル
」
で
は
な
く
、
賃
金
交
渉
で
は
中
央
の
指
令
よ
り
も
職
場
委
員
の
権
限
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
よ
り

(7) 

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
支
持
す
る
、
い
わ
ば
左
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
当
然
、
カ
ズ
ン
ズ
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
政
府
に
よ
る
賃
金
抑
制
要
請
は
拒
否
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、

カ
ズ
ン
ズ
の
登
場
に
よ
っ
て

T
u
cに
お
け
る
右
派
優
位
体
制
が
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も

「
カ
ズ
ン
ズ
自
身
は
、
あ
る
場
合
に
は
左
翼
的
な
言
回
し
を
す
る
が
、
彼
の
属
す
る
組
合
の
利
害
が
直
接
に
脅
か
さ
れ
る
時
に
は
、
慎
重

(
8
)
 

に
行
動
し
た
り
し
て
、
ど
ち
ら
に
も
つ
か
ず
に
立
ち
回
っ
た
」
た
め
に
、

T
U
C
は
右
派
と
左
派
の
均
衡
が
も
た
ら
す
一
種
の
不
動
状
態

に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
態
は
、

五
七
年
度
、

（
一
四
四
0
)

五
八
年
度
の

T
U
C
総
会
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
政
府
非
難
決
議
は
満
場
一
致

(9) 

で
採
択
さ
れ
る
も
の
の
、
内
部
問
題
に
つ
い
て
の
活
発
な
論
争
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
五
五

年
を
境
と
し
て
、
労
働
争
議
の
件
数
は
、
経
済
の
悪
化
や
組
合
間
の
対
立
が
要
因
と
な
っ
て
増
え
つ
づ
け
た
。
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
世
論
調
査
に

よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
組
合
を
「
よ
い
も
の
」
と
答
え
た
人
は
、

五
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

五
四
年
の
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、

五
六
年
と
五
七
年
が

五
八
年
が
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
減
少
し
、
労
働
組
合
へ
の
国
民
的
支
持
が
失
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

保
守
党
の
側
で
も
、

ス
ト
件
数
の
増
加
や
賃
上
げ
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
昂
進
に
危
機
感
を
も
ち
、
労
働
組
合
を
問
題
視
す
る
声
が
強
ま
り
、

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合
の
協
調
関
係
は
微
妙
な
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
三
者
協
識
の

重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の

T
U
C
を
国
民
経
済
発
展
協
議
会
に
参
加
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
六

0
年
に

T
U
C
の
書
記
長
に

選
任
さ
れ
た
ウ
ッ
ド
コ
ッ
ク
自
身
は
、
「

T
U
C
の
N
E
D
C
へ
の
参
加
が
、
政
府
の
経
済
政
策
決
定
に
対
す
る

T
U
C
の
影
響
力
を
拡

(10) 

大
し
、
そ
し
て
経
済
問
題
に
つ
い
て
の
労
働
組
合
の
思
想
を
教
化
す
る
力
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
組
合
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法
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(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(8) 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

四
九

の
自
己
改
革
に
前
向
き
な
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し

T
U
C
の
総
体
的
な
態
度
は
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
が
「
新
し
い
機
関
に
な
っ
て

(11) 

ゆ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
、
参
加
を
承
諾
し
た
」
と
い
う
具
合
に
、
積
極
的
と
は
い
え
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

T
U
C
が
積
極
的
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
、
六
二
年
に
賃
金
引
き
上
げ
停
止
策
を
発
表
し
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
へ
の
不
信

感
や
、
補
欠
選
挙
で
敗
北
し
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
へ
の
不
安
感
の
ほ
か
、
左
右
の
均
衡
と
い
う

T
u
c内
部
の
特
殊

な
事
情
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
内
部
事
情
に
配
慮
し
て
か
、
ウ
ッ
ド
コ
ッ
ク
執
行
部
は
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
へ
の
参

加
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
協
議
会
で
は
所
得
政
策
を
議
題
に
し
な
い
と
い
う
政
府
の
言
質
を
獲
得
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

ペ
リ
ン
グ
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
史
』
（
新
版
）
、
大
前
朔
郎
・
大
前
真
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
二
年
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

K
a
v
a
n
a
g
h
,
 D., 
&
 M
o
r
r
i
s
,
 P., 
C
o
n
s
e
n
s
u
s
 Politics (
S
e
c
o
n
d
 ed.), 
B
a
s
i
l
 B
l
a
c
k
w
e
l
l
,
 1
9
9
4
,
 p. 
5
3
.
 

ペ
リ
ン
グ
、
前
掲
書
、
二
七
九
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
二
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

K
a
v
a
n
a
g
h
 &
 M
o
r
r
i
s
,
 0
 p. 
cit., 
p. 
5
6
.
 

Ibid., p. 
5
7
.
 

Ib
笠
,
p. 
5
7
.
 

ペ
リ
ン
グ
、
前
掲
書
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
。

前
掲
書
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

T
a
y
l
o
r
,
 R., 
T
h
e
 T
r
a
d
e
 U
n
i
o
n
 Q
u
e
s
t
i
o
n
 in British Politics, 
B
l
a
c
k
w
e
l
l
,
 1
9
9
3
,
 p. 
1
1
3
.
 

ペ
リ
ン
グ
、
前
掲
書
、
三
0
七
ペ
ー
ジ
。

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

（
一
四
四
一
）



（
一
四
四
二
）

「
わ
れ
わ
れ
の
政
策
は
人
間
性
を
高
揚
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
有
化
を
行
う
こ
と
で
は
な
い
。
対
人
関
係
は
産
業
に
お
い
て
最
大
の

重
要
事
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
産
業
に
従
事
す
る
者
を
利
害
の
対
立
す
る
『
側
』
に
分
け
る
産
業
観
に
は
同
意
し
な
い
。
も
し
こ
の
国

に
お
け
る
人
間
の
福
祉
と
幸
福
の
総
和
が
増
大
す
べ
き
な
ら
ば
、
そ
れ
は
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
産
業
に
従
事
す
る
者
全
部
の
あ
い
だ
に
統

(1) 

一
目
的
の
自
覚
を
培
う
こ
と
を
通
じ
て
の
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
こ
れ
は
『
産
業
憲
章
』
の
な
か
の
労
働
者
の
地
位
に
関
す
る
宣
言

文
「
労
働
憲
章
」
の
冒
頭
で
あ
り
、
保
守
党
の
産
業
政
策
の
主
眼
が
、
階
級
史
観
を
否
定
し
、
産
業
協
調
の
維
持
・
促
進
に
あ
る
こ
と
を

明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
労
働
憲
章
」
で
は
、
労
働
者
に
対
し
て
「
一
、
扉
用
の
安
定
。
二
、
仕
事
を
立
派
に
な
し
と
げ
、
よ
り
よ
い

仕
事
に
つ
け
る
と
い
う
刺
戟
。
三
、
会
社
が
い
か
に
大
き
く
仕
事
が
い
か
に
機
械
化
さ
れ
て
い
て
も
個
人
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
て

(2) 

い
る
こ
と
」
の
三
点
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
労
働
者
個
人
の
た
め
の
最
善
の
環
境
づ
く
り
に
、
政
府
、
と
く
に
産
業
家
は

専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
保
守
党
の

公
式
の
政
策
は
労
働
組
合
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
断
言
し
た
い
。
わ
が
党
の
過
去
の
実
績
は
こ
の
こ
と
を
明
白

に
し
て
い
る
。
歴
代
の
保
守
党
政
府
は
、
特
に
一
八
七
五
年
の
法
律
に
よ
っ
て
、
組
合
が
法
律
上
特
権
的
立
場
を
獲
得
す
る
の
を
援
け
た
。

(3) 

こ
れ
な
し
に
は
組
合
は
賃
金
交
渉
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
。
こ
こ
で
は
、
労
働
組
合
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
な
ど
を
認
め

た
一
八
七
五
年
の
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
保
守
党
政
権
に
よ
る
立
法
を
例
に
、
保
守
党
の
労
働
組
合
政
策
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

労
使
双
方
の
規
律
あ
る
信
頼
関
係
に
も
と
づ
く
産
業
協
調
、
労
働
者
個
人
の
保
護
、
戦
後
に
お
け
る
労
働
組
合
の
地
位
の
承
認
、
政
府
と

労
働
組
合
の
協
調
関
係
の
維
持
・
促
進
な
ど
を
説
い
て
い
る
「
労
働
憲
章
」
は
、
ま
さ
に
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
を
述

四
保
守
党
の
立
場
~
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
苦
闘I

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

五
〇



す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
保
守
党
が
「
新
保
守
主
義
」
と
い
う
立
場
を
掲
げ
て
か
ら
は
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派

が
労
働
組
合
対
策
に
つ
い
て
の
党
内
の
主
導
権
を
確
保
し
て
い
た
。
「
―
つ
の
国
民
」
観
に
も
と
づ
い
て
「
社
会
の
諸
利
益
に
配
慮
」
し
、

階
級
対
立
の
解
消
を
重
視
す
る
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
、

て
い
た
。
し
か
し
五

0
年
代
後
半
に
な
っ
て
、

五

い
う
ま
で
も
な
く
労
働
組
合
に
対
し
て
融
和
的
な
態
度
を
示
し

T
u
c内
部
の
右
派
優
位
体
制
が
動
揺
し
は
じ
め
て
争
議
件
数
が
増
加
し
、
ま
た
賃
上
げ

が
主
要
因
と
な
っ
て
イ
ン
フ
レ
昂
進
に
拍
車
を
か
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
戦
後
チ
ャ
ー
チ
ル
政
権
期
の
モ
ン
ク
ト
ン
的
妥
協
主
義
の
よ
う

に
、
た
だ
融
和
的
で
あ
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
か
ら
は
じ
ま

り
、
戦
後
保
守
党
政
権
も
と
く
に
意
を
注
い
で
構
築
し
て
き
た
政
府
と

T
U
C
の
協
調
関
係
を
崩
す
こ
と
な
く
、
ま
た
労
使
間
の
自
由
な

団
体
交
渉
と
い
う
慣
行
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
労
働
組
合
に
対
し
て
自
制
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
も
し
労
働
組
合
側

が
賃
金
抑
制
を
納
得
し
な
い
な
ら
ば
「
三
者
協
議
制
」
の
活
用
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
所
得
政
策
と
い
う
介
入
的
措
置
に
訴
え
る
し
か
な

い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
が
苦
闘
す
る
な
か
で
、
保
守
党
内
に
は
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
路
線
に
異
議
を
唱
え
る
声
が
、
と
く
に
平
議
員
や
地
方
組
織
の
間
で
強
ま
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
派
の
主
張
は
、
労
使
間
の
自
由
な
団
体
交
渉
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

派
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
が
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
と
異
な
る
の
は
、

議
や
所
得
政
策
な
ど
に
よ
る
賃
金
規
制
は
必
要
な
い
け
れ
ど
も
、
労
働
組
合
の
活
動
そ
の
も
の
を
立
法
で
規
制
す
れ
ば
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ

な
賃
金
交
渉
や
裁
定
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
、
政

府
と

T
U
C
の
協
調
関
係
が
崩
壊
す
る
こ
と
よ
り
も
、
労
働
組
合
の
強
力
化
に
よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
と
経
済
の
停
滞
を
恐
れ
て
い
た
の

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
一
四
四
一
＿
一
）

三
者
協



で
き
な
い
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

イ
ー
デ
ン
首
相
（
在
任
一
九
五
五
ー
五
七
年
）

（
一
四
四
四
）

で
あ
る
。
五

0
年
代
後
半
の
保
守
党
に
お
い
て
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
、
外
に
向
か
っ
て
は
労
働
組
合
の
自
制
を
も
と

め
、
内
に
向
か
っ
て
は
労
働
組
合
の
立
法
規
制
を
も
と
め
る
声
に
反
論
す
る
と
い
う
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
な
か

で
、
マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
は
国
民
経
済
発
展
協
議
会
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
主

(4) 

張
と
動
き
の
い
く
つ
か
を
み
て
い
こ
う
。

は
、
経
済
政
策
、
と
く
に
国
際
収
支
問
題
に
つ
い
て

T
U
C
と
の
合
意
を
模
索
し
、

「
道
徳
的
な
説
得
と
理
性
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
、
労
働
組
合
と
雇
用
者
の
賃
金
交
渉
に
対
す
る
調
和
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
の
必
要

不
可
欠
な
刺
激
を
も
た
ら
す
の
に
役
立
つ
と
確
信
し
て
、
（
中
略
）

と
く
に
国
営
企
業
に
対
し
て
コ
ス
ト
と
価
格
を
抑
制
す
る
よ
う
奨
励

(5) 

し
、
同
時
に

T
u
cに
対
し
て
も
、
賃
金
交
渉
に
お
い
て
『
穏
健
に
ふ
る
ま
う
こ
と
』
を
力
説
し
た
」
。
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
白
書

『
完
全
雇
用
の
経
済
的
意
味
』

で
は
、
賃
金
イ
ン
フ
レ
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
、
健
全
な
労
使
関
係
の
再
構
築
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
イ
ー

デ
ン
政
権
は
労
働
組
合
の
問
題
性
に
、
は
じ
め
て
本
格
的
に
と
り
く
ん
だ
の
で
あ
る
。
イ
ー
デ
ン
、

た
マ
ク
ラ
ウ
ド
（
在
任
一
九
五
五
ー
五
九
年
）
は
、

T
u
c内
部
の
右
派
優
位
体
制
の
動
揺
に
直
面
し
て
も
、
た
だ
ち
に
労
働
組
合
政
策

を
変
え
る
こ
と
は
な
い
と
し
、

五
六
年
の
党
大
会
に
お
い
て
『
産
業
憲
章
』

マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
も
、
前
政
権
の
立
場
を
引
き
つ
い
で
、
険
悪
化
す
る
労
使
関
係
の
改
善
に
腐
心
し
、
労
働
組
合
に
賃
金
上
昇
要
求
の

抑
制
を
要
請
し
つ
づ
け
る
一
方
、

マ
ク
ラ
ウ
ド
労
相
に

T
U
C
と
の
協
調
関
係
の
維
持
を
指
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
、

五
八
年
に
は
物
価
•
生
産
性
・
所
得
審
議
会
の
賃
金
抑
制
を
批
判
す
る
答
申
に
そ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
の
バ
ス
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
仲
裁

せ
ず
、
さ
ら
に
全
国
仲
裁
裁
判
所
を
廃
止
し
、
こ
こ
に
労
働
組
合
争
議
に
説
得
や
勧
告
、
あ
る
い
は
妥
協
的
調
停
で
対
処
す
る
方
法
は
挫
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現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

五

ブ
ラ
ウ
ン
保
守
党
議
員
は
『
産
業
変
化
そ
の
人
間
的
側
面
ー
』

（
六
三
年
）
で

と
し
て
審
議
会
を
性
格
づ
け
よ
う
と
、

マ
ク
ミ
ラ
ン
は
懸
命
に
努
力
し
た
。

一
般
運
輸
労
働
者
組
合
の
カ
ズ
ン
ズ
ら

T
U
C
の
左
派
に
強
硬
な
態
度
を
し
め
し
た
の
で
あ
る

が、

T
U
C
総
評
議
会
の
幹
部
た
ち
が
必
ず
し
も
カ
ズ
ン
ズ
に
対
し
て
同
調
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
ひ
き
つ
づ
き

T
u
c
と
の
協

調
関
係
の
維
持
に
専
念
し
た
。
し
か
し
こ
の
年
、
保
守
党
内
に
労
働
組
合
規
制
立
法
を
求
め
る
声
が
広
が
り
は
じ
め
た
こ
と
を
典
型
的
に

し
め
す
出
来
事
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
党
員
た
ち
が
『
あ
る
巨
人
の
強
さ
』
を
刊
行
し
、

ス
ト

ラ
イ
キ
決
行
前
の
秘
密
投
票
の
実
施
、
労
働
組
合
の
登
録
を
す
る
友
愛
協
会
へ
の
労
組
規
約
調
壺
権
の
付
与
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ

(
6
)
 

制
度
の
規
制
な
ど
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
党
内
の
不
満
を
抑
え
る
に
は
、
政
府
と

T
U
C
の
協
調
関
係
を
最

大
限
尊
重
し
つ
つ
も
、
労
働
組
合
規
制
の
た
め
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
て
自
ら
が
唱
え
た
理
念
の

具
体
化
と
し
て
、
「
三
者
協
議
制
」
の
本
格
的
活
用
に
ふ
み
き
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
ほ
か
に
、
全
国
所
得
審
議
会
を
設
置
し
て
賃
金
規
制
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
。
こ
の
審
議

会
設
置
に
さ
い
し
て
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
こ
れ
を
「
富
の
創
出
と
拡
大
」
に
密
接
に
関
連
す
る
機
関
で
あ
る
と
し
、
「
所
得
政
策
は
デ
フ
レ

(
7
)
 

の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
よ
り
急
速
な
経
済
成
長
の
た
め
の
手
段
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
所
得
政
策

の
実
施
は
労
使
間
の
自
由
な
団
体
交
渉
を
妨
げ
な
い
と
力
説
す
る
な
ど
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
を
具
体
化
す
る
も
の

ヘ
ア
ー
労
相
（
在
任
一
九
六
〇
し
六
三
年
）

は
、
六
一
年
党
大
会
で
労
働
組
合
規
制
立
法
決
議
案
に
反
対
討
論
を
行
い
、
そ
う
い
う
立

法
は
多
数
の
労
働
者
を
監
獄
に
送
る
だ
け
で
あ
り
、
自
由
社
会
の
崩
壊
を
導
く
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
、

つ
づ
く
ゴ
ッ
ド
バ
ー
労
相
（
在
任

一
九
六
三
し
六
四
年
）
は
、
退
職
手
当
制
度
と
失
業
手
当
制
度
を
充
実
す
る
た
め
の
検
討
を
開
始
し
、
こ
れ
は
次
期
労
働
党
政
権
下
で
実

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

（
一
四
四
五
）

折
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
政
府
は
、

『
あ
る
巨
人



の
強
さ
』
を
批
判
し
、

T
U
C
の
自
己
改
革
を
要
請
す
る
の
が
先
決
で
あ
り
、
も
し
自
己
改
革
に
失
敗
し
た
と
き
に
の
み
、
ス
ト
ラ
イ
キ

(8) 

前
の
秘
密
投
票
、
友
愛
協
会
登
録
官
の
権
限
強
化
、
労
働
省
の
調
停
権
強
化
も
や
む
な
し
と
論
じ
て
い
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
保
守
党
の
「
新
保
守
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
お
こ
っ
て
き
た
の
か
を
、
保
守
党
内
の
事
情
か
ら
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
の
仮
面
を
つ
け
て
、
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
諸
政
策
を
採
用
し

(9) 
た
」
と
い
わ
れ
る
五

0
年
代
前
半
の
保
守
党
政
権
は
、
産
業
へ
の
必
要
以
上
の
介
入
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
政
府
が
そ
の
よ
う
な
態
度
を

と
っ
た
の
は
、
お
り
か
ら
の
経
済
好
調
に
よ
っ
て
、
介
入
主
義
的
政
策
を
講
ず
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
保
守

党
内
の
と
り
わ
け
「
管
理
経
済
」
に
懐
疑
的
な
勢
力
を
な
だ
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
保
守
党
内
に
は
、
「
経
済
計
画
」
に

反
対
す
る
議
員
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
新
保
守
主
義
」
の
核
心
部
分
の
―
つ
で
あ
る
「
経
済
計
画
」
を
実
際
に
は
行
わ
な
い
こ
と
で
、

党
内
に
お
け
る
「
新
保
守
主
義
」
へ
の
広
範
な
支
持
が
強
め
ら
れ
、
党
内
の
融
和
が
実
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
」
路
線
に
は
慎
重
だ
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
が
戦
後
も
党
首
の
座
に
す
わ
り
つ
づ
け
た
こ
と
は
、
党
内
融
和
を
は
か
る
う
え
で
、
大
き

な
効
力
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
そ
の
「
経
済
計
画
」
を
実
行
し
、
「
新
保
守
主
義
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
理
念
の
実
現

を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
集
産
主
義
的
政
策
の
展
開
に
よ
っ
て
、
経
済
の
安
定
化
と
階
級
対
立
の
解
消
を
導
く
こ
と
を
唱
え
、

戦
後
は
「
新
保
守
主
義
」
の
成
立
に
貢
献
し
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
「
経
済
計
画
」
と
「
三
者
協
議
制
」
の
導
入
は
、
年
来
の

主
張
の
実
現
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、
か
え
っ
て
党
内
の
融
和
を
揺
る
が
し
て
し
ま
い
、
「
ト
ー

リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
に
も
と
づ
く
「
新
保
守
主
義
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
喚
起
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
新

保
守
主
義
」
的
な
政
策
や
手
段
に
よ
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
経
済
の
衰
退
が
や
ま
ず
、

さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
危
機
感
を
い
だ
い
た
保
守
党
議
員
は
、
党
内
に
お
い
て
、
労
働
組
合
政
策
を
は
じ
め
と
し
て
戦
後
の
諸
政
策

関
法
第
四
五
巻
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六
号

マ
ク
ミ
ラ
ン
政
権
も

T
U
C
や
労
働
組
合
に
翻
弄

五
四

（
一
四
四
六
）



如
云
吾
ヤ
'
'
<
抑
や
さ

-<::!i:;
全

...IJ:;'吋
11l
1如

湮
◎
ヤ
:
;
(
\
心
S
や
~,-0

゜!'>-
-t:'¥ 

o
f
 If'¥; ヽ

茶
「
海
学
や
柑
総
」
如
華
函

_)~1('...IJヤ
心
索
幽
ざ

...IJ 
S:--,,J -<::!i .;q

ゆ
ヤ

「
海

輿
ヤ

柑
蒸

」
G'!l!!!:!

庄
条
水
兵
菜
ャ

:;-v-頸
幽
~
(
\
心
e
ゃ

~,-0
゜

ぼ
）

!'>-
-t:'¥ 

n
f
 If'¥; ヽ

徊
要

竺
'!;¥ti

如
祗

喫
只

料
匿

華
如

臣
匿

は
芸

_
)
¥--.J +

<
抽
心
寂
巌
如
~
'
.
!
:
'
心
菜

-<::!i:;
憫

悩
!l-1(11¥

母
旦

婆
駁

喫
埋
⇒
'0・・0

ニ
ャ
四
—

---1~~
茶
こ
翌
如
華
据
⇒
心
゜
⇒
全
⇒

'-1
く
国
址
瘤
翠
柔
い
や
~
{
M
迂
溢
苦
_
)
'
令
'
,
;
-
~
~
;
ヽ
染
華
報
溢
避
茶
浬
~
_
)
~

゜
（コ）

ト
心

溢
避

也
「

学
｛

冠
或

溢
造

条
挙

二
心

廿
iロ
!J..,_;J...1J・・0

:; 
V

 
+
<
条
全

s::-,<:j,
臨
速
芥
画
<
c
回
{
~
巨
ヰ
如
挙
+
<
⇒
心
e
ゃ

~,-0
」゜

(......) 
獣
回
迷
｛
ヤ
{o<
(
囃
）
『
海
迷
佑
祖
蒸
』
'
+
<
ヨ
迎
哉
写
叡

E似
~:t!'

I
兵
洪
~
w

由
(
°
(
-
:
入゚

(
N
)
 

淀
認

睾
'
}
-
R
ギて一・;;-,

0
 

(<") 
淀

呟
望

l
<
O
t
一・；入゚

(-st<) 
Cf., 

Taylor, 
R., 

T
h
e
 Trade 

Union Question 
in 

British 
Politics, 

Blackwell, 
1993, 

pp. 
99-120. 

;
 Taylor, 

A., 
"The party 

and the 

trade unions", in 
Seldon, A. &

 Ball, 
S. 

(ed.), 
Conservative Century, Oxford, 1994, pp. 

516-523. 

(Lr.>) 
Taylor, R., 

op. 
cit., 

p. 
101. 

(<D) 
A

 Giant's Strength, 
Inns of Court Conservatives, 1958. 

(t--) 
Taylor, R., 

op.cit., 
p. 

111. 

(oo) 
Industrial 

C
h
a
n
g
e
 :

 Th
e
 H
u
m
a
n
 Aspect, Conservative Political 

Centre, 
1963. 

(a,) 
Cox, 

A., 
"The failure 

of 
coporatist state 

forms and policies 
in 

postwar Britain", 
in 

Cox, 
A. 

&
 o・sullivan, 

N., 
The Corporate 

State, 
E
d
w
a
r
d
 Elgar, 

1988, p. 
207. 

ぼ
）

Cf., 
Turner,]., Macmillan, Longman, 1994, 

pp. 263-265. 

(::::) 
Beer, S. 

H., Modern British Politics, 
Faber and Faber, 1969, pp. 

419-420. 

t, 
~

"
/ IJ''ヽ

学
や
報
溢
避
心
的
梵
匿
要
ぐ
ロ

ば
ば

(I
目
回
ギ
）



行
使
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

戦
後
圧
力
団
体
政
治
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
、
ビ
ー
ア
は
、
「
合
意
の
政
治
」
の
二
本
柱
で
あ
る
「
管
理
経
済
」
と
「
福
祉
国
家
」

(l) 

を
軸
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
政
府
は
、
「
管
理
経
済
」
政
策
を
遂
行
し
て
い
く
う
え
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
自
由
社
会
」
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
自
由
社
会
」
に
お
い
て
、
生
産
者
集
団
（
産
業
家
団
体
や
労
働
組
合
）

（
一
四
四
八
）

の
意
思
や
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
は
、
慎
重
を
要
す
る

問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
政
府
は
、
「
統
治
を
す
る
う
え
で
の
実
際
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
生
産
者
集
団
と
の
「
協
議
」
を
行
わ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
「
自
由
社
会
に
お
い
て
、
政
府
は
、
そ
の
権
力
を
経
済
に
ま
で
拡
大
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
、
か
な
り

(2) 

の
程
度
の
同
意
と
協
調
を
規
制
さ
れ
る
集
団
か
ら
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
「
協
議
」
に
参
画
し
た
生
産
者
集
団
は
、

政
策
に
つ
い
て
「
助
言
」
し
、
政
策
執
行
に
つ
い
て
「
黙
諾
」
を
あ
た
え
る
。
そ
し
て
、
政
策
が
関
係
集
団
か
ら
「
承
認
」
を
得
る
こ
と

(
3
)
 

は
、
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
文
化
に
お
い
て
広
く
受
容
さ
れ
た
職
能
代
表
制
」
に
も
沿
う
こ
と
で
あ
り
、
何
よ
り
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
協
議
」
と
い
う
公
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
、
生
産
者
集
団
は
政
府
に
対
し
て
影
響
力
を
お
よ
ぼ
す
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
政
府
や
野
党
は
、
「
福
祉
国
家
」
政
策
の
主
た
る
受
益
者
が
国
民
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
国
民
が
有
権
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
政
府
や
政
党
は
、
「
権
力
を
獲
得
す
る
う
え
で
の
実
際
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
福
祉
国
家
」
政
策
を
掲

げ
る
こ
と
で
有
権
者
の
票
、
と
り
わ
け
消
費
者
集
団
の
票
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
消
費
者
集
団
は
、
選
挙
を
通
じ
て
影
響
力
を

以
上
の
よ
う
な
ビ
ー
ア
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
政
府
は
、
「
管
理
経
済
」
に
関
し
て
は
生
産
者
集
団
と
の
直
接
的
な
関
係
を
、

五

む

す

び

に

か

え

て

関
法
第
四
五
巻
第
六
号

五
六



「
福
祉
国
家
」
に
関
し
て
は
消
費
者
集
団
と
の
接
触
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
生
産
者

集
団
の
重
要
な
役
割
と
地
位
が
認
め
ら
れ
、
消
費
者
集
団
の
政
治
意
識
と
政
治
活
動
が
触
発
さ
れ
る
。
政
府
は
、
生
産
者
集
団
へ
の
規
制

に
関
係
す
る
経
済
政
策
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
協
議
」
制
を
徹
底
的
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
い
て
、

政
府
と
生
産
者
集
団
の
協
調
関
係
を
維
持
・
促
進
す
る
う
え
で
、
こ
う
し
た
「
協
議
」
制
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
新
保
守
主
義
」
の
実
現
を
考
え
た
マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
は
、
「
経
済
計
画
」
の
導
入
の
た
め
に
、
そ
し
て
何
よ
り
労
働
組
合
か

ら
の
積
極
的
な
協
調
を
引
き
出
す
場
を
つ
く
る
た
め
に
、
「
三
者
協
議
」
機
関
と
し
て
国
民
経
済
発
展
協
議
会
を
六
二
年
に
設
立
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、

T
U
C
は
、
右
派
の
優
位
体
制
が
動
揺
し
て
い
る
な
か
で
国
民
経
済
発
展
協
議
会
へ
の
参
加
を
決
め
た
の
で
あ
り
、

中
央
統
制
を
嫌
悪
し
、
職
場
委
員
の
権
限
強
化
を
説
く
左
派
の
動
向
や
、
根
深
い
組
合
間
対
立
の
存
在
な
ど
は
、
政
府
と

T
U
C
の
協
調

ま
た
保
守
党
の
内
部
で
も
、
五

0
年
代
後
半
か
ら
六
0
年
代
前
半
に
か
け
て
、
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
の
基
盤
が
揺
ら
ぎ

は
じ
め
て
い
た
。
こ
の
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
」
派
は
、

T
U
C
と
の
協
調
関
係
の
枠
内
で
賃
金
抑
制
を
説
く
こ
と
の
困
難
さ
に
直

面
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自
由
な
団
体
交
渉
と
い
う
慣
行
を
尊
重
し
て
、

T
u
cと
の
協
調
関
係
の
保
持
を
重
視
す
れ
ば
、
経
済
衰
退
へ

の
効
果
的
な
対
処
が
不
可
能
で
あ
る
し
、
反
対
に
所
得
政
策
な
ど
の
介
入
的
手
段
を
と
れ
ば
、

T
U
C
と
の
協
調
関
係
を
破
綻
さ
せ
か
ね

(4) 

な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
発
展
協
議
会
の
設
立
は
、
あ
く
ま

で
T
U
C
と
の
協
調
関
係
を
重
視
す
る
マ
ク
ミ
ラ
ン
ら
に
と
っ
て
、

い
わ
ば
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
脱
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た

「
―
つ
の
国
民
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
う
え
で
「
社
会
の
諸
利
益
に
配
慮
」
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

の
時
期
の
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
派
は
、
保
守
党
の
と
る
べ
き
政
策
全
般
に
つ
い
て
、

マ
ク
ミ
ラ
ン
保
守
党
政
権
と
労
働
組
合

関
係
が
先
行
き
不
透
明
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
た
。

五
七

い
ま
だ
明
確
か
つ
統
一
的
な
見
解
を

（
一
四
四
九
）

一
方
、
こ



（
一
四
五
0
)

も
つ
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
六
四
年
の
総
選
挙
敗
北
後
に
力
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
保
守
党
議
員
が
参
加
す
る
「
月
曜

ク
ラ
プ
」
や
「
ボ
ウ
・
グ
ル
ー
プ
」
な
ど
の
集
団
が
、
「
経
済
計
画
」
や
「
三
者
協
議
制
」
を
強
く
批
判
し
て
、
労
働
組
合
の
規
制
や
市

場
経
済
の
復
活
を
唱
え
る
な
ど
、
「
新
保
守
主
義
」
の
見
直
し
論
議
が
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
反
「
ト
ー
リ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

派
は
、
国
民
経
済
発
展
協
議
会
を
、

T
U
C
や
労
働
組
合
が
政
府
に
協
調
す
る
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
政
府
を
攪
乱
す
る
だ
け
の
場
で
あ
る
と

考
え
、
労
働
党
政
権
下
で
の
「
三
者
協
議
制
」
の
成
り
行
き
に
注
目
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
保
守
党
内
に
お
け
る
両
派
の
対
立
点
の
中
心
に
位
置
す
る
「
三
者
協
議
制
」
が
、
六
四
年
以
降
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み

せ
、
ま
た
、
そ
の
展
開
が
保
守
党
内
の
対
立
に
、
そ
し
て
保
守
党
と
労
働
組
合
の
関
係
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
お
よ
ぽ
し
て
い
く
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
後
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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